
三種町公告第１３号

三種町議会ペーパーレス会議システム導入業務について、公募型プロポーザ

ル方式により受託者の選定を行うので、別紙のとおり公告する。

令和６年４月８日

三種町長 田 川 政 幸
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（三種町公告第１３号別紙）

１ 業務の概要

（１）件名

三種町議会ペーパーレス会議システム導入業務

（２）目的

議会のペーパーレス化を図り、また、会議中以外でも時間、場所を問わずに

いつでも資料を閲覧できることで充実した議会運営を目指すことを目的とする。

（３）内容

別添「三種町議会ペーパーレス会議システム導入業務仕様書」のとおり

（４）契約期間

契約締結の日から令和１０年９月３０日までとする。

ただし、別途用意するタブレット端末が納期遅れの場合は、その都度協議す

る。

（５）提案上限額

８０６，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む。）とする。

［内訳］ ３１１，０００円 初期費用（初期設定及び操作研修等を含む）

４９５，０００円 システム使用料（６か月分）

なお、この金額は、令和６年度予算額であり、予定価格ではない。

２ 参加資格

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件のいずれも満たしている者とす

る。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

する者でないこと。

（２）破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立て、会

社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立

てがなされていないこと。

（３）本公告日から契約締結の日までの間に、三種町の指名停止措置要件に該当す

る行為を行っていない者であること。

（４）三種町暴力団排除条例（平成２４年三種町条例第１号）第２条第１項に規定

する暴力団若しくは同条第２項に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を

有する者でないこと。

（５）地方議会において同種業務の実績があること。

（６）国税及び地方税の滞納がないこと。

（７）パートナー企業等についても、（１）から（６）までを適用する。
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３ スケジュール

（１）公告・募集開始 令和６年４月 ８日（月）

（２）質問の提出期限 令和６年４月２２日（月）

（３）参加申込書の提出期限 令和６年４月２２日（月）

（４）質問の回答期限 令和６年４月２６日（金）

（５）企画提案書の提出期限 令和６年５月１６日（木）

（６）プレゼンテーション審査 令和６年５月２３日（木）【予定】

（７）結果通知 審査後５日以内（土日祝日を除く。）

（８）契約交渉・契約 令和６年６月上旬【予定】

４ 質問・回答に関する事項

（１）質問

① 提出期限 令和６年４月２２日（月）午後５時００分

② 提出書類 質問書（様式１）

③ 提出方法 電子メール

（２）回答

① 回答期限 令和６年４月２６日（金）午後５時００分

② 回答方法 電子メールで回答し、当該内容を三種町ホームページに掲載

５ 参加申込書に関する事項

（１）提出期限 令和６年４月２２日（月）午後５時００分

（２）提出書類 次に掲げる書類を各１部

① 参加申込書（様式２）

② 誓約書（様式３）

③ 会社概要書（任意様式）

④ ２の（５）が確認できる書類（写し）

⑤ ２の（６）を証明する書類

（３）提出方法 持参又は郵送（簡易書留郵便を推奨）

６ 企画提案書に関する事項

（１）提出期限 令和６年５月１６日（木）午後５時００分

（２）提出書類 次に掲げる書類を正本各１部、副本各１３部

① 企画提案書（任意様式）

② 提案見積書（任意様式）

（３）提出方法 持参又は郵送（簡易書留郵便を推奨）

（４）留意事項

① 企画提案は、１提案者につき１提案とする。

② 企画提案書のサイズは、日本産業規格Ａ４（Ａ３の場合は折込）とする。
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③ 企画提案書の内容は、できる限り平易な用語を用いることとし、やむを得ず

専門用語等を使用する場合は、説明書きを付すこと。

④ 提案見積書の見積金額は、消費税額及び地方消費税額を含めたものとし、見

積明細も明らかにすること。

⑤ 提出期限以降の企画提案書等の差替え及び再提出は、認めない。

７ 辞退に関する事項

辞退する場合は、プレゼンテーション審査の日の前日正午までに辞退届（様式４）

を提出すること。

８ プレゼンテーション審査に関する事項

（１）実 施 日 令和６年５月２３日（木）【予定】

（２）実施場所 三種町役場２階 第１会議室【予定】

（３）実施時間 １提案者につき６０分（質疑応答含む。）

（４）留意事項

① プレゼンテーションは、６の（２）のほか、実機・プロジェクター等を使用

することができる。その際、スクリーン及びコンセントについては本町で用

意するが、その他の機材等については提案者が準備すること。

② オンライン・リモートによるプレゼンテーションは、認めない。

③ 詳細については、提案者に別途通知する。

９ 選定方法に関する事項

（１）選定の方法

「三種町議会ペーパーレス会議システム導入業務受託者選定委員会」が定め

た評価項目及び配点（別添）に基づき、当該委員が評価を行い、評価点の合計

が最も高い者を優先交渉者として選定する。

評価点の合計が同点の場合は、委員長が優先交渉者の決定を行う。

（２）提案者が１者の場合

審査は実施するものとし、評価点の合計が満点の２分の１以上であれば、優

先交渉者に決定する。

（３）結果の通知

審査後５日以内（土日祝日を除く。）に郵送で通知し、優先交渉者を三種町

ホームページに掲載する。

１０ 企画提案の失格又は無効に関する事項

次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、失格又は無効とする。

（１）提案者が審査関係者に接触するなど、審査の公平性に影響を与える行為があ

った場合
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（２）提出した書類等に虚偽の記載その他本公告に違反する内容があった場合

１１ 契約交渉・契約に関する事項

（１）契約交渉

９の選定の結果、優先交渉者となった者と契約締結の交渉を行う。

ただし、当該交渉が不調となった場合は、次点の提案者と契約締結の交渉を

行う。

（２）契約書

契約書は、別に定める。

１２ その他の留意事項

（１）本業務への提案等に要する一切の費用は、提案者の負担とする。

（２）提出された書類等は、返却しない。

（３）提出された書類等は、三種町情報公開条例（平成２７年三種町条例第１号）

に基づく情報公開請求の対象となる。

（４）提出された書類等に含まれる著作物の著作権は、提案者に帰属する。ただし、

選定結果の公表等、本町は、本業務に必要と認める範囲において、当該書類等

の全部又は一部を無償で使用することができるものとする。

（５）選定経過及び結果に関する質問及び異議申立て等は、一切受付けない。

１３ 担当部署

三種町議会事務局

所在地：〒０１８―２４０１ 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子８

電 話：０１８５―８５―４８３１

メール：gikai@town.mitane.akita.jp


